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報 道 資 料           平成１９年４月１０日 

中 国 電 力 株 式 会 社 

発電設備点検に係る追加報告について 

当社は，平成１９年３月３０日，経済産業省 原子力安全・保安院に，発電

設備におけるデータの改ざん，法令上の手続き不備その他同様の問題がないか

についての点検結果を取りまとめて報告しました。 

このたび，新規事案として火力発電所における労働災害の未報告，既報告 

事案への追加案件として，重油燃料たな
・ ・

卸し数量改ざん，および原子力発電所

における復水流量入力点レンジ調整の不適切な手続きが判明したことから，本

日，経済産業省 原子力安全・保安院に追加報告いたしました。 

不適切な事案の追加報告につきましては，地域の皆さまやお客さまからの 

信頼を損なうものであり，あらためてお詫び申しあげます。 

当社といたしましては，今後とも点検を継続するとともに，既に報告いたし

ました再発防止対策に全社をあげて取り組んでまいります。 

○追加報告分を含めた不適切な事案の事案数 

評価区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 

水 力 ０ １ １０ ５ １ １７ 

火 力 ０ ４ (1)２７ ３ １ (1)３５ 

原子力 ０ ３ １０ １６ ０ ２９ 

計 ０ ８ (1)４７ ２４ ２ (1)８１ 

・（ ）内は追加分再掲。 

・燃料たな
・ ・

卸しおよび,復水流量入力点レンジ調整の不適切な手続きの案件は既報告

と同様のため事案数の変更はありません。 

以 上 

（添付書類） 

追加報告した不適切な事案について  … 別紙１ 

追加事案の概要（報告書からの抜粋） … 別紙２ 
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別紙１ 

追加報告した不適切な事案について 

１．件名および評価結果 

（１）新規事案 

No. 件 名 評価結果 

火○35  
電気工作物に係る労働災害等の未報告 

（平成元年４月，柳井発電所建設所） 
Ｃ 

（２）既報告事案 

No. 件 名 評価結果 

火○11  燃料たな
・ ・

卸し数量の改ざん（平成８年度，水島発電所） Ｃ 

原⑨ 

２号 運転監視用計算機の復水流量入力点レンジ調整の

不適切な手続き 

（平成３年７月，島根原子力発電所２号機） 

Ｃ 

２．個別の事案の概要 

（１）電気工作物に係る労働災害等の未報告 

ＬＮＧ計算機用無停電電源装置の引き取り試験のため，工事用仮設 

電源盤のスイッチを入れた際に短絡が起こり，発生した火花により社員

が火傷を負いましたが，管轄の労働基準監督署および保安監督部への 

報告を行っていませんでした。 

（２）燃料たな
・ ・

卸し数量の改ざん 

既に報告済みの石炭燃料のたな
・ ・

卸し数量を改ざんしていた事案につい

て，重油燃料についても同様の事案があったことが判明しました。 

（３）２号機運転監視用計算機の復水流量入力点レンジ調整の不適切な手続き 

既に報告済みの，運転監視用計算機の主蒸気流量入力点レンジ調整の

事案に関連して，復水流量入力点についても，許容誤差の範囲内でした

が，適正な手順によらないレンジ調整が行われていたことが判明しまし

た。 

以 上 
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別紙２－１ 
追加事案の概要 

Ｎｏ 件  名 区分 発電所 時 期 事実関係調査結果 問題点 

 

火  

 

電気工作物に係る労働災

害の未報告【追加事案】 

 

 

 

 

Ｃ 

 

柳井発電所 

建設所 

 

 

H 元 

 

○労働災害が発生した場合，労働安全衛生規則第９７条では労働基準監督署へ報告することになっている。 

電気事業法の報告規則第３条では，感電等の事故があった場合は中国四国産業保安監督部（当時の通商産業

局）へ報告することになっている。  

○平成元年４月に柳井発電所建設所において，ＬＮＧ計算機用無停電電源装置の引き取り試験を実施するため，

無停電電源装置電源として準備されていた工事用仮設電源盤の電源投入操作を行ったところ，短絡による火

花が発生し社員が火傷を負った。短絡の原因は，４４０Ｖの電源に２２０V 仕様の仮設分電盤が設置されてい

たためであることが判明している。 

しかしながら，この事故に関して，労働基準監督署，中国四国産業保安監督部への事故報告を行なっていな

かった。 

【3 月 30 日の報告・公表以降の経緯】 

本事案については，３月３０日の時点では事実関係の調査を継続していたことから，報告書への反映ができ

なかった。事故報告がされなかった理由等について，現在，詳細調査を継続している。 

 

 

今後詳細に調査を行ない，問題点を

明確にする 

 

水島発電所 

 

H８ 

H９ 

 

 

○電気事業法会計規則取扱要領第 76 条では，毎年 1 回以上定期的に実地たな卸しを行なうものとし，帳簿たな

卸し高との間に許容値を超える差異を生じた場合には，その原因を追求して遅滞なく補正するものとされて

いる。  

○石炭のたな卸しにおいて実測の欠斤量が許容値を超える場合，これ以下になるように数量を改ざんしていた

例が２件確認された。 

年度 欠斤数量（ｔ） 修正数量（ｔ） 

平成８年度 ６,６８９．９ ６９７．３ 

平成９年度 ９,７４６．９ １，０７８．０ 

○石炭については，平成１１年度以降このような改ざんがないことを確認した。 

 

 

火⑪ 

 

燃料たな卸し数量の改ざ

ん【内容修正】 

 

 

Ｃ 

  

H８ 

 

【追加内容】 

○重油のたな卸しにおいて実測の出斤量が許容値を超える場合，これ以下になるように数量を改ざんしていた

例が１件確認された。 

年度 出斤数量（ ） 修正数量（ ） 

平成８年度 ４５４ ２３９ 

○重油については，平成９年度以降このような改ざんがないことを確認した。 

【3 月 30 日の報告・公表以降の経緯】 

本事案については,３月３０日の時点で石炭のたな卸しについて事実関係を確認していたが，その他同様な問

題がないか調査を継続していたため，報告書に反映ができなかった。 

 

○コンプライアンスの面から検証

することが不十分であったこと 
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給水 
流量計 ○←  

主蒸気
流量計

基準 補正 

別紙２－２ 
追加事案の概要 

番号 件 名 
発電所 

ユニット 
時 期 事 実 関 係 （ 保 安 へ の 影 響 含 む ） 原因の究明 

ａ．品質保証システムの問題 

・ 法令で定める記録に対し，適正な手順によらな

い安易な方法で補正が行われていた。 

 

 

 

ｂ．企業倫理遵守・企業風土の問題 

・ なし 

 

 

 

ｃ．安全文化の醸成・定着の問題 

・ 法令で定める記録に対し，適正な手順によらな

い安易な方法で補正が行われていた。 

 

 

 

評価結果 

Ｃ 

現時点における不適切な事案の有無 

原⑨ 

 

２号機 

運転監視用計算機の復水

流量入力点レンジ調整の

不適切な手続き 

島根 

２号機 

H3.7 

～ 

事 案 発

見 時 ま

で 

既報告の事案「運転監視用計算機の全主蒸気流量入力点レンジ調整の不適切な手続き（番号原⑨）」に関して，更に事実

関係を検証するため「運転員引継メモ」を再確認していたところ，平成 3 年 7 月に運転監視用計算機の復水流量（入力点

番号 D046）の入力点レンジが変更され（0～6,000t/h → 0～5,975t/h），現在に至っていることがわかった。当時の記録を

調査したが，計器誤差の範囲内ではあるものの，本変更の適切性にかかる資料は確認できなかった。 

【法定検査上の問題】 

・入力点レンジの変更により，復水流量・給水流量について不適切な校正が実施され，給水流量を使用して計算される

原子炉熱出力・熱的制限値に対しても影響を受けていた。また，給水流量・原子炉熱出力は総合負荷性能検査等で使

用されているため，検査が適切に実施されていたとはいえず，適切な検査の実施に対しては影響があった。なお，要

求精度の範囲内であったため，結果として検査結果に影響を与えるものではなかった。 

【保安規定上の問題】 

・ 復水流量については，保安規定上は用いておらず，保安規定上の直接の影響はないが，運転日誌の記録としては適切

な値が記録されていなかった。 

・ また，給水流量は，復水流量等のバランス計算により算出した給水流量の基準流量をもとに給水流量算出係数を調整

し，校正されている。入力点レンジ調整により復水流量が 0.4％程度低い値となるため，復水流量を基準に校正する給

水流量についても影響を受け，また，給水流量をもとに計算される原子炉熱出力および熱的制限値も影響を受ける。

給水流量の許容誤差は 1.76%であり，復水流量の不適切な入力点レンジ変更（0.4％）および復水流量を基準とした校

正の誤差（約 0.5％）を考慮しても結果として許容誤差の範囲内であった。原子炉熱出力および熱的制限値についても

要求精度の範囲内であった。 

【安全に対する影響】 

・ 当該入力点は，安全保護系その他の安全に係わる信号ではないため，安全上問題となるものではない。 

・原子炉設置変更許可申請書の安全評価において，2,540MWt（105％出力）を初期の原子炉熱出力として安全解析を行い，

原子炉の安全性を確認している。本事案によっても，原子炉熱出力は要求精度を考慮した最大出力の範囲内（102％出

力，2,485MWt）であり， 2,540MWt を超えていないことから安全上の問題となるものではない。 

【メーカの関与】 

・本事案は当社の指示により，プラントメーカである日立製作所が校正を行ったものである。 

【再発防止策】 

・事案の内容が「全主蒸気流量入力点レンジ調整の不適切な手続き」と運転監視用計算機のプログラム上で不適切な校

正が行われていたと言う点が同内容であることから，4月 6 日に報告した再発防止策にて対応する。 

 
なし 

 

復水流量計の不適切な入力点レンジを修正する作業

は計算機を停止して実施する必要があるが，運転中は

計算機を停止できないため，修正するまでの間は復水

流量，給水流量等に関する流量管理手順である原子炉

給水流量管理手順書を見直し，適切に管理する。 

次回定期検査（平成 19年 5 月）においてすみやかに

不適切な入力点レンジ変更を元の値に修正する（0～

5,975t/h→ 0～6,000t/h）。 

 

復水流量発信器 
１台 

 
復水流量 

 
運転監視用 
計算機 

0～6,000t/h 

 

0～5,975t/hに変更 

 

運転日誌 

(復水流量) 
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